
エーティーバレエアカデミー    利用規約 
 

 

この利用規約は、「エーティーバレエアカデミー」（以下、「本アカデミー」という）が

提供する講座を会員および会員とならないで受講する個人（以下、「会員等」という）が利

用する際の規約について定めたものです。 

1. 本利用規約は本アカデミーを利用されるすべての会員等に適用されます。 

2. 会員等は、本アカデミーへの申し込みが完了した時点で、本規約に同意したものと

みなします。 

3. 会員等は、本規約を誠実に厳守しなければなりません。 

4. 本アカデミーは、次の各号のいずれかに該当する場合、会員等の承諾を得ることな

く本利用規約の内容を変更することができるものとします。 

(1) 利用規約の変更が、会員等の一般利益に適合するとき。 

(2) 利用規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の相当性

その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

5. 本アカデミーは、前項による本利用規約の変更にあたり、利用規約を変更する旨お

よび変更後の利用規約の内容、その効力発生時期を利用規約変更前に会員等に提示

するものとします。 

6. 変更後の利用規約の効力発生日以降に、会員等が本アカデミーのサービスを利用し

たときは、会員等は利用規約の変更に同意したものとみなします。 

 

（講座の提供） 

本アカデミーは、会員等に対し、各種バレエレッスンおよびエクササイズの講座（以下、

「講座等」という）を提供します。 

 

（会員） 

会員とは、以下の要件をすべて満たした個人のことをいいます。 

1. 本規約に同意の上、1週間に 1回以上受講する講座等の「入会申込書」および「健康

状態申告書」に必要事項を記入した上で申し込みをした個人。 

2. 本アカデミーが定めるスポーツ安全保険の加入に同意した個人。 

3. 本アカデミーが入会を承認した個人。 

 

（会員情報の変更） 

会員は、入会時の「入会申込書」および「健康状態申告書」に記載した情報に変更があっ

た場合、速やかに本アカデミー所定の方法にて変更を申請し、本アカデミーの承認を得るも

のとします。 

 

（休会） 

1. 会員は、休会を希望する場合、休会する月の前月 10日までに、所定の方法により本

アカデミーあてに申請するものとします。 

2. 休会は、本アカデミーが特段の事情があると認めた場合を除き、原則として、続け

て 3か月までとします。 

3. 会員は、休会中も管理費を納めるものとし、休会中の管理費の金額は、1か月目は前

月と同額、２ヶ月目以降は月額 600円（税込）とし、当アカデミーの定める方法に

より当該管理費をお支払いください。 

4. 会員が休会を申請した月の当該月分の会費（月謝および管理費）については、一切

返金できません。 

5. 休会中の、会員の固定曜日および講座の枠の確保はできません。 

 



（退会） 

1. 会員は、退会を希望する場合、退会する月の前月 10日までに、所定の方法により本

アカデミーあてに申請するものとします。 

2. 会員が退会を申請した月の当該月分の会費については、一切返金することができま

せん。 

3. 会員が月謝を一定期間滞納し、本アカデミーの催告にもかかわらず、本アカデミー

が指定した期日までに月謝をお支払いいただけない場合は、退会となります。 

4. 会員が連続して 3か月間の休会した後、次月の月謝を本アカデミーが指定した期日

までにお支払いいただけない場合は、退会となります。 

5. 会員によるスポーツ安全保険の保険料のお支払いがなく、本アカデミーの催告にも

かかわらず、本アカデミーが指定した期日までに保険料のお支払がない場合は、退

会となります。 

 

（講座等） 

1. 会員は、当該会員の入会時に本アカデミーが受講を承認した講座等を受講すること

ができます。 

2. 会員は、受講する講座等を変更する場合、変更を希望する月の前月 10日までに、所

定の方法により講座等の変更の申請を行い、本アカデミーが当該講座等の受講を承

認した場合、当該講座等を受講することができます。 

3. 会員は、月謝の対象となっている講座等以外の講座等の追加受講を希望する場合、

所定の方法により受講の申し込みを行い、本アカデミーが当該講座等の受講を承認

した場合、当該講座等を追加で受講することができます。 

5.   本アカデミーの都合で、やむを得ず講師を変更することがあります。 

      6.   本アカデミーの都合で、やむを得ず講座等の開催日時を変更することがあります。 

      7.  バレエの特性上、バレエレッスンの指導として社会通念上認められる範囲内において、

講座等において講師が会員の身体に触れて指導することがあります。 

 

（受講回数） 

1.  会員が受講する講座等の 1年間の受講回数は下表のとおりです。 

１週間あたりの受講回数 
12カ月間の受講回数 

（4月 1日から翌年 3月 31日まで） 

週１回   40回 

週２回           80回 

週３回 120回 

週４回 160回 

週５回 200回 

2. 前項の受講回数は講師の都合により変更になることがあります。  

 

（特別講座） 

1.   本アカデミーの夏季および冬季休講中等に特別講座を開催することがあります。 

      2.   会員は、前項の特別講座の受講を希望する場合、所定の方法により受講の申し込みを

行い、本アカデミーが当該特別講座の受講を承認した場合、当該特別講座を受講す

ることができます。 

3.  前項の受講を承認された会員は、本アカデミーの定める方法により特別講習の受講料

をお支払いください。 

4.  第 1項の特別講座の詳細については、その都度会員あてに周知します。 

 

 

 



（発表会） 

1.  本アカデミーは、日ごろの成果を舞台上で発表をするために、講座等とは別に発表

会を開催することがあります。 

2. 次の各号に該当する会員は、本アカデミーが特段の事情があると認めた場合を除き、

前項の発表会に参加することを原則とします。 

(1) リトルスター 

(2)  エンジェライト 

(3)  ルビー 

(4)  エメラルド 

(5) サファイア 

 

（講座等のキャンセルと振替） 

会員は、次の各項により、受講する予定の講座等のキャンセルおよび振替をすることがで

きます。 

     1.   キャンセルは、受講する講座等が開催される 24時間前までに本アカデミーあてに申

請しなければなりません。受講する講座が開催される 24時間前を過ぎてキャンセル

を申請した場合、当該講座等に出席したものとみなします。 

     2.   振替できる期間は、欠席した日の属する月の月末までとします。 

     3.   振替は完全予約制となりますので、事前に本アカデミーあてに振替の申請をして、本

アカデミーが承認した会員のみ有効とします。 

    

（講座の振替ができない場合） 

会員は、次の各項に該当する場合、振替有効期間内であっても講座の振替をすることはで

きません。 

1. 休会中の場合 

2. 退会した場合 

3. 講座等の定員が満員の場合 

4. 講座等の欠席の理由が無断欠席の場合 

 

（受講料等） 

1. 月謝は、週毎の受講回数および講座等の種類に応じた、所定の月額受講料です。 

2. 管理費には、水道、電気、冷暖房費、除雪、諸経費等が含まれています。 

3. 月謝は管理費と合わせて、受講する月の前月 27日（27日が土日祝祭日の場合は翌営

業日）に口座振替によりお支払いください。 

4. 会員による講座等の追加受講は、追加受講の予約の都度に本アカデミーの定める方

法により受講料をお支払いください。 

5. 本アカデミーの都合により講座等が休講となる場合を除いては、返金はいたしませ

ん。 

 

（登録講座の変更手続） 

1. 会員が当アカデミーに予め登録した受講する講座等（以下「登録講座」という）の

変更について、会員の都合で次の各号に該当する手続を行なった場合、１回の手続

について事務手数料 150円（税込）を本アカデミーの定める方法でお支払いくださ

い。 

(1) 登録講座の受講回数の変更 

(2) 登録講座の曜日の変更 

(3) その他、当アカデミーが適当と認める登録講座の変更手続 

2. 会員が休会又は退会する場合、１回の手続について事務手数料 150円（税込）を本

アカデミーの定める方法でお支払いください。 



3. 受講する講座等の振替を行う場合、進級に伴って登録講座の受講回数及び受講する

曜日が変更となる場合は、事務手数料をお支払いいただく必要はありません。 

 

（会員以外の都度受講） 

1. 会員とならないで講座等を都度受講することを希望する個人は、所定の方法により

受講の申し込みを行い、本アカデミーが当該講座等の受講を承認した場合、当該講

座等を受講することができます。 

2. 前項の受講を承認された個人は、本アカデミーの定める方法により受講料をお支払

いください。 

3. 前項の受講料をお支払いいただいた個人は、受講する講座が開催される 48時間前を

過ぎてキャンセルをした場合、受講料の 50%、受講する講座が開催される 24時間前

を過ぎてキャンセルをした場合、受講料の 100%をキャンセル料としてお支払いくだ

さい。 

 

（無断欠席） 

1. 会員が月謝の対象となっている講座等以外の講座等または振替日の講座等を予約し

たにもかかわらず、無断で欠席をした場合、本アカデミーは、当該会員に対して注

意喚起を行います。ただし、無断欠席が二度続いた場合は、以降の予約を受けませ

ん。 

2. 会員とならないで講座等を都度受講することを希望する個人が、講座等を予約した

にもかかわらず、無断で欠席をした場合、本アカデミーは、当該個人に対して注意

喚起を行います。ただし、無断欠席が二度続いた場合は、以降の予約を受けません。 

 

（衛生管理） 

1. 本アカデミーは、国のガイドラインに沿い、有効な除菌水等を、スタジオ施設の除

菌や講習中の手指の消毒などに使用します。 

2. 会員等が個人の理由で、本アカデミーが用意する除菌液以外の除菌液等の使用を希

望する場合は、本アカデミーの承諾を得た上で、会員等が各自の責任において当該

除菌液等を持参して自己管理の下で使用してください。 

3. 会員等が持参した除菌液等を他の会員等に使用を強制する等、衛生管理に関して、

他の会員等に迷惑となる行為、講座等の進行の妨げとなるような行為は認めません。 

 

（肖像権の使用） 

1. 本アカデミーの講座等において、画像および動画（以下「画像等」という）を撮影

することがあります。 

2. 本アカデミーの広報宣伝等に前項の画像等を使用する場合、「肖像権使用同意確認

書」にて肖像権の使用に同意した会員及び同行者の画像等を使用します。 

 

（遵守事項） 

1. 会員は、既往症および健康状態等について「健康状態申告書」にて入会前に申告し

てください。 

2. 会員等（会員及び会員とならないで受講する個人）は、本アカデミーの利用につい

て、次の事項を遵守してください。 

(1) 自己の健康管理に十分留意して受講すること。 

(2) 怪我や事故防止のため、指導者の指示に従って受講すること。 

(3) 講座等を受講する際、受講当日の体調等が優れない場合または身体の故障等によ

る懸念がある場合、講座等が始まる前に、必ず体調及び身体の状況を講師に告知

すること。 

(4) 駐車、駐輪等は各自責任をもって行うこと。 



(5) 所持品および貴重品については各自で管理すること。 

 

（禁止行為） 

会員等が次の行為を行うことを禁じます。 

1. 会員等の申し込みにおいて、虚偽の情報を提供すること。 

2. ほかの会員等に迷惑のかかる行為をすること。 

3. ほかの会員等と調和を乱すような行為をすること。 

4. 本アカデミーの設備や備品等を故意に破損または紛失する行為をすること。 

5. 故意、過失を問わず法令に違反する行為をすること。 

6. 無断で他教室に入会または、他教室のバレエセミナー等を受講すること。 

7. 本アカデミーの運営に支障を与える行為をすること。 

8. 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為をすること。 

9. その他、本アカデミーが不適切と判断する行為をすること。 

 

（会員資格の取り消し） 

      1.  本アカデミーは、会員等が次の各号のいずれかに該当した場合、会員等の承諾を要し

ないで当該会員等に対して講座等の提供を中止し、会員の資格を取り消すことがで

きるものとします。 

          (1) 本規約に違反した場合 

          (2) 本アカデミーに対する妨害の行為があった場合 

          (3) 講座等の進行の妨げとなる言動があった場合 

          (4) 本アカデミーの講座等を不正に利用した場合 

          (5) 本アカデミーの名誉や信用等を毀損する行為があった場合 

          (6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力である場合 

  (7) 当アカデミーに対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合 

          (8) その他、本アカデミーが不適切と判断した場合 

 2.  前項の規定により本アカデミーが、当該会員等に対して講座等の提供を中止し、会員

の資格を取り消した場合、会員等に損害が生じても、本アカデミーはその損害を一切

賠償しません。 

 

（バレエ教師等の入会） 

1. 本アカデミー入会時に、バレエ歴の確認を行い、入会申込者がバレエ教師（バレエ

教師を職業とする者）または他のバレエ教室（バレエ団）に所属していることが判

明した場合、入会を承認しないことがあります。 

2. 本アカデミーは、「入会申込書」のバレエ歴に虚偽の記載があった場合、会員の承

諾を要しないで当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 

 

（損害賠償） 

会員等が、本規約に違反した行為、またはその他不正もしくは違法な行為によって本アカ

デミーに損害を与えた場合、本アカデミーは会員等に対して相応の損害賠償の請求を行うこ

とができるものとします。 

 

（免責事項） 

1. 本アカデミーは、本アカデミーの故意または重大な過失がある場合を除いて、会員

等が本アカデミーの講座を受講したこと、または、受講できなかったこと等に起因

する損害に対して賠償責任は負わないものとします。 

2. 本アカデミーは、本アカデミーの故意または重大な過失がある場合を除いて、会員

等または会員等の同行者が起こした講座内での事故および怪我等に関してその責任

を負わないものとします。 



3. 本アカデミーは、本アカデミーの故意または重大な過失がある場合を除いて、スタ

ジオ所在敷地内および駐車場等において会員等または会員等の同行者が起こした事

故及び怪我等に関してその責任を負わないものとします。 

 

（個人情報の取り扱い）  

1. 会員等の個人情報を、他の会員等に教えることはできません。 

2. 個人情報保護法に基づき、「入会申込書」に記載される氏名、住所、電話番号ほか、

すべての個人情報は、クラス名簿、出席簿など、講座に関する書類に使用する目的

以外には使用いたしません。それ以外の場合は、本人の承諾を得るものとします。 

 

（合意管轄裁判所） 

本利用規約の準拠法は日本法とし、本利用規約の解釈について紛争が生じた場合は、合意

管轄裁判所を札幌地方裁判所とします。  

 

附則 

本利用規約は、2021年10月1日から適用する。 

    附則 

    本利用規約の変更は、2022年10月1日から適用する。 

    附則 

    本利用規約の変更は、2024年4月1日から適用する。 

 


